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１．ぐんま“まちづくり”ビジョン
甘楽町アクションプログラムについて

群馬県では、人口減少、超高齢社会におけるまちづくりの取組方針として「ぐ
んま“まちづくり”ビジョン」を平成24年9月に策定しました。

この「ぐんま“まちづくり”ビジョン」では、人口減少と高齢化が同時に進行
する局面で、「ぐんまらしい持続可能なまち」の実現に向け、以下の７つの基本
方針を定めています。

① 人口減少を前提とした土地利用計画にあわせた公共交通や都市施設の再構築
② 空き地・既存施設の利活用や優遇措置の導入による街なかへの転居の促進や

集客施設の誘致
③ 地域の誇れる個性・景観・くらしを支える機能を整えた魅力的な「まちのま

とまり」づくり
※「まちのまとまり」とは、中心市街地や合併前役場周辺、既存集落などを

想定しています
④ 都市間移動も都市内移動も高い利便性の確保
⑤ 災害時でも安全・安心な都市の防災機能の強化
⑥ ぐんまの強みを活かした産業の誘致や新エネルギーによる産業創出環境づくり
⑦ 家計にも環境にも優しい付加価値の高い効率的なまちづくり

１）ぐんま“まちづくり”ビジョンとは

上記基本方針に基づく本ビジョンの実現化方策として、群馬県は「アクション
プログラムの策定」を掲げ、以下の３項目を位置付けしています。

○群馬県は「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を具体化する市町村の計画づくり
（アクションプログラム策定）を支援するとともに、広域的に有効な取組の支
援を行います

○市町村が策定するアクションプログラム（中心市街地の再生、公共交通のあり
方、高齢者住宅対策、公共施設の再配置、土地利用規制のあり方、地域コミュ
ニティのあり方等）に基づき、県と市町村で協力・連携して取組を進めます

○取組は、国（補助事業）、県、市町村、民間事業者が役割分担して進めること
を基本とします



2

２）甘楽町アクションプログラムについて

甘楽町では、令和３年（２０２１年）を目標年次とした第５次総合計画
「KANRAプラン・輝き」を実行しています。これに基づき様々な事業が実施さ
れ、着実に目標を達成しています。引き続き、甘楽町の次期総合計画、令和2年
度県策定による都市計画区域マスタープラン、町策定による甘楽町都市計画マス
タープラン等の各種計画を遂行するための実行計画として、この「甘楽町アク
ションプログラム」を策定しました。

群馬県広域
都市計画マスタープラン

ぐんま“まちづくり”ビジョン

甘楽町総合計画

甘楽町都市計画
マスタープラン

甘楽町
アクションプログラム

その他の計画

甘楽町まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

ぐんま・県土整備プラン2020

群馬県 甘楽町
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２．アクションプログラムの策定プロセス

１）群馬県と甘楽町の職員によるワークショップの開催

Ⅰ．まちづくりの問題点の明確化と共有（令和元年８月１９日）
Ⅱ．問題解決に必要な機能の検討（令和元年９月１２日）
Ⅲ．必要な機能を達成するための取り組みを検討（令和２年２月６日）

２）甘楽町アクションプログラム策定委員会の開催

◆ 庁内関係課長による策定委員会を開催（令和３年１月４日）

３）素案の作成

４）群馬県への意見照会等の実施

◆ ぐんま“まちづくり”ビジョン実現化推進委員会へ意見照会
（令和３年２月）

５）議会への報告

６）公表

◆ 甘楽町議会全員協議会へ報告（令和３年４月）

（令和３年１月）



昭和34年(1959年)の甘楽町発足当時の人口は15,426人で、昭和45年
(1970年)頃まで減少し、その後平成12年(2000年)までは微増傾向でしたが、
以降少子化などの影響により減少に転じています。

３．甘楽町のまちづくりの現状

１）総人口の推移

総人口の推移（国勢調査より）
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２）年齢３区分別人口構成の推移

年齢3区分別の人口構成の推移を見ると、老年人口が増加する一方で、働く世代
である生産年齢人口(15～64歳)及び年少人口(0～14歳)が減少しています。

年齢３区分別人口構成の推移（国勢調査より）



世帯数は、核家族化の進行、住宅団地の造成、アパートの増加等の要因により増
加しています。また、高齢者のひとり暮らし世帯数は、高齢化の進行により増加が
顕著となっています。
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３）世帯数の推移

高齢者一人暮らし世帯数の推移（住民基本台帳より）

世帯数の推移（住民基本台帳より）



出生数と死亡数の推移である自然増減は、1990年代半ばまで出生数と死亡数
が均衡していましたが、1990年代後半から死亡数が出生数を上回り、2019年
現在まで乖離幅が拡大しており、自然増は困難な状況です。

6

４）自然人口動態の推移

自然動態（出生・死亡）の推移（住民基本台帳移動報告より）



甘楽町の合計特殊出生率※は、直近では2016年に１．０を下回る結果となった
ものの、その後は全国平均に近づく水位まで上昇しています。これは、子育て世
代の転入が増えたことが要因と推測されます。

7

５）合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率の推移（群馬県健康福祉課資料より）

※合計特殊出生率：人口統計上の指標で15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの



総体的に転出が転入を上回り転出超過の状況ではありますが、2015年前後で
は転出数と転入数の増減が拮抗し、直近2年間では転入が転出を上回って推移して
います。

8

６）社会人口動態の推移

社会動態（転入・転出）の推移（住民基本台帳移動報告より）



過去10年間の外国人の転入転出状況を見ると、2010年代半ばまでは転出が転
入を若干上回るペースで推移していましたが、2015年より転入が転出を大きく
上回って推移しています。社会動態（前頁）の増加要因は、外国人就業者等の増
加に起因し、町内企業にとっては重要な人材（人財）を海外から受け入れる傾向
が続いています。

9

７）外国人の転入転出状況

国籍別外国人登録者数（住民基本台帳移動報告より）

外国人の転入転出状況（住民基本台帳移動報告より）
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８）地域別人口総数

平成27年(2015年)時点では、上州福島駅周辺の国道254号沿線で最も人口分
布が多くなっています。

令和7年(2025年)推計値では、上州福島駅周辺の国道254号沿線と上州新屋駅
周辺の国道254バイパス沿線で人口分布が多くなると予想されます。

平成２７年人口総数［実績値］（国勢調査より）

令和７年人口総数［推計値］（コーホート変化率法※による将来推計）

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

上州新屋駅上州福島駅

上州新屋駅上州福島駅

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

［人口］ 行政界（対象都市）

0人 行政界

1-500人未満 役所、役場、支所等

500-1000人未満 新幹線、鉄道

1000-1500人未満 駅

1500-2000人未満 高速道路

2000-2500人未満 国道

2500-3000人未満 主要地方道

3000人以上 一般県道

凡　　　例

［人口］ 行政界（対象都市）

0人 行政界

1-500人未満 役所、役場、支所等

500-1000人未満 新幹線、鉄道

1000-1500人未満 駅

1500-2000人未満 高速道路

2000-2500人未満 国道

2500-3000人未満 主要地方道

3000人以上 一般県道

凡　　　例

※コーホート変化率法：各コーホート（同年または同期間）の過去における実績人口の動態から「変化率」を
求め、それに基づき将来人口を推計する方法。
ここでは、国勢調査の実績値を用い、平成22年から平成27年における人口の変化率を
求め、5歳階級別に将来人口を推計している。
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９）地域別人口増加率

推計では、平成27年～令和7年(2015年～2025年)の人口増加率は、町北部
の福島・新屋地区で増加傾向、南部の秋畑地区で減少傾向となっています。

５年増加率［平成２７年～令和２年］（コーホート変化率法による推計）

１０年増加率［平成２７年～令和７年］（コーホート変化率法による推計）

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

上州新屋駅上州福島駅

上州新屋駅上州福島駅

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

行政界（対象都市）

～-30％ 行政界

-20～-30％ 役所、役場、支所等

-20～-10％ 新幹線、鉄道

-10～0％ 駅

0～+10％ 高速道路

+10～+20％ 国道

+20～+30％ 主要地方道

+30％～ 一般県道

凡　　　例

［人口増加率］

行政界（対象都市）

～-30％ 行政界

-20～-30％ 役所、役場、支所等

-20～-10％ 新幹線、鉄道

-10～0％ 駅

0～+10％ 高速道路

+10～+20％ 国道

+20～+30％ 主要地方道

+30％～ 一般県道

凡　　　例

［人口増加率］
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１０）地域別高齢化率

令和7年高齢化率［推計値］（コーホート変化率法による将来推計）

平成27年高齢化率［実績値］（国勢調査より）

平成27年(2015年)の高齢化率※は、町南部の秋畑地区で高くなっています。

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

小幡地区

秋畑地区

福島地区

新屋地区

上州新屋駅上州福島駅

上州新屋駅上州福島駅

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

国道254BP
上信電鉄
国道254号

上信越自動車道

甘楽町役場

行政界（対象都市）

～7％ 行政界

7％超～14％ 役所、役場、支所等

14％超～21％ 新幹線、鉄道

21％超～28％ 駅

28％超～35％ 高速道路

35％超 国道

主要地方道

一般県道

凡　　　例

［高齢化率］

行政界（対象都市）

～7％ 行政界

7％超～14％ 役所、役場、支所等

14％超～21％ 新幹線、鉄道

21％超～28％ 駅

28％超～35％ 高速道路

35％超 国道

主要地方道

一般県道

凡　　　例

［高齢化率］

※高齢化率：総人口に占める65歳以上人口の割合
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１１）公共交通

現在、甘楽町には上信電鉄の上州福島駅と上州新屋駅の２駅が町北部に位置
しており、平日の高崎方面（上り）が午前６時台３本、７時台４本の他は、高
崎方面、下仁田方面（下り）ともに１時間に１～２本の運行となっています。

鉄道の年間利用の有無を見ると、利用する人は町民全体の３割未満に留まっ
ており、利用者の内週５回以上利用する人は１割にも満たない状況となってい
ます。

また、鉄道以外の公共交通はデマンドタクシー（予約制、１日１０本運行）
のみとなっています。かつては、バス路線もありましたが、利用者の減少によ
り平成７年度に全路線廃止となり、その代替策として乗合タクシーの運行が行
われましたが、利用できる地域が限られていることで利用者増に繋がらず、こ
ちらも平成２６年度末で廃止となっています。

駅から離れた地域の移動手段は自家用車が中心となっており、高齢化が進む
地域の交通手段の確保や鉄道存続へ向けた利用促進が課題となっています。

上信電鉄 上州福島駅

鉄道利用者の鉄道利用頻度（群馬県交通まちづくり戦略 資料編より）

年間を通じた鉄道利用の有無（群馬県交通まちづくり戦略 資料編より）

かつて運行されていた路線バス
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２０４０年までの自然増減、社会増減の傾向が現状のまま継続すると仮定した
「国立社会保障・人口問題研究所推計」に準拠すると毎年130人程度減少する推
計となります。

４．甘楽町の将来の予測

１）人口の減少

将来人口分析（国立社会保障・人口問題研究所推計より）

13,200
12,608

11,983 11,324 10,627 9,854
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下の折れ線グラフを見ると、老齢人口（65歳以上）はほぼ横ばいで推移する一
方、年少人口と生産年齢人口においては、2040年に約５割減少すると推計され
ています。

２）生産年齢人口の減少

年齢３区分別人口増減指数の推計（2015年を100とした推計指数）
（国立社会保障・人口問題研究所推計より）

年齢３区分別人口構成の推計（国立社会保障・人口問題研究所推計より）
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３）公共交通の衰退

甘楽町の公共交通の利用頻度は県の平均より低い値となっています。
今後、人口の減少が進むことで、鉄道利用者は全体で約17％減少すると予想さ

れています。鉄道利用者の多くが通勤・通学目的の利用であり、利用者の半数が
学生であることから、今後の少子化による影響を大きく受けることが予想され、
鉄道の存続が難しくなることが懸念されます。

県内の目的別の鉄道利用トリップ数※（群馬県交通まちづくり戦略より）
※人がある目的をもって、ある地点へ移動する単位をトリップと数える。

年間を通じた鉄道利用の有無（群馬県交通まちづくり戦略より）
※群馬県計には栃木県足利市も含む

年間を通じた鉄道利用の目的（群馬県交通まちづくり戦略より）

県内の鉄道利用者の職業別構成比（群馬県交通まちづくり戦略より）

全体で
約17％

減少

39,556 

26,759 

6,088 

18,561 

24,567 25,347 

5,698 

19,730 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

通学 通勤 業務 私事

（トリップエンド）

現在（2015） 20年後（2035）

-37.9％

-5.3％

-6.4％
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４）財政需要の増大

平成27年度に甘楽中学校の建設等により町債残高は増加し、基金が減少したた
め、財政健全化法で算定される財政指標である将来負担比率は60.6％まで急増し
ましたが、令和元年度には32.1％まで改善されています。

このような中、インフラ等の維持補修費や社会保障等の扶助費の増額、一部事
務組合でも消防庁舎、し尿処理場の更新が予定されており、財政需要の増加が懸
念されるため、適正な財政管理が求められます。

甘楽町の歳出決算額の推移（普通会計）

甘楽町の町債・基金残高の推移
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現状のインフラ施設（道路、橋りょう、上下水道）をこのまま維持し、耐用年数
経過後に更新すると仮定した場合、今後40年間の更新費用は一般会計分施設（道
路・橋りょう）が187億円、特別会計分の施設（上下水道）が189億円と推計さ
れ、1年あたりの整備額は一般会計と特別会計を合わせて9.4億円となります。

過去5年間のインフラ施設に係る投資的経費の平均費用は、一般会計分が約2.6
億円、特別会計分が4.1億円で、更新に必要となる年平均額（一般会計分4.7億円、
特別会計分4.8億円）を下回っており、インフラ施設を維持していくには厳しい状
況です。

５）社会基盤の維持管理費の増大

甘楽町における公共施設等※の更新費用の推計

甘楽町におけるインフラ施設の更新費用の推計

※ 公共施設等：甘楽町が所有する公共施設等のうち、廃校となった学校施設、文化財
施設、学校施設に附属する倉庫・物置、公園の四阿等を除いたもの



ぐんまのまちの将来像を実現するための「基本方針」に基づき、今後のまちづくりを推進す
るため、甘楽町に将来生じる課題を検証します。

①現在の状況（市街化区域可住地人口密度など）と②将来の状況（人口増減傾向や公共交通
徒歩圏人口など）に関する指標を用いて、「町民のくらし」と「行政運営」における対策が必
要になる課題を抽出します。

◆ 検証で使用する指標は、次表のとおり１０項目を選定し、指標の値は、まちづくりに当面支障がない値（○）と課題悪化に影響する値（▲）
に分類します。

◆ 各将来課題に影響を与える指標を次のとおり選定します（●）（以下の表）。
◆ （例）将来課題「生活が不便になる」は、①・④・⑦・⑧・⑨・⑩の指標が影響します。

将来課題
↓

「●」のある将来課題に影響を与える指標

①市街化区域可
住地人口密度
（人／ha）

（H27年度末）

②売場効率
（万円／坪）
（Ｈ２６年）

③製造品
出荷額

(万円／従業者)
（Ｈ２６年）

④人口増減傾向
（R7年）

H22年人口を
100とした場合

の指数

⑤生産年齢人
口減少率

(H22→R7)

⑥高齢化率
(R7年)

⑦旧市街地人
口増減

(H22→R7)

⑧新市街地公
共交通徒歩圏
外人口増減

(Ｈ22→R7)

⑨農村地域公
共交通徒歩圏
外人口増減
(H22→R7)

⑩農村地域公
共交通徒歩圏

人口増減
(H22→R7)

生活が不便になる ● ● ● ● ● ●

家計の支出が増える ● ● ● ● ●

地域内の自助・共助が
維持できなくなる

● ● ● ● ● ●

生活環境が悪化する ● ● ● ● ● ● ●

住民の安全・安心な
くらしが脅かされる

● ● ● ● ●

雇用が減る ● ● ● ● ● ● ●

行政コストが増える ● ● ● ● ● ●

税収が減る
（交流人口が減る）

● ● ● ●

税収が減る
（流入人口が減る）

● ● ● ● ● ●

税収が減る
（居住人口が減る）

● ● ● ● ●

指標

現在の状況 将来の状況

①市街化区域可住
地人口密度
（人／ha）

（H30年度末）

②売場効率
（万円／坪）
（Ｈ28年）

③製造品出荷額
（万円／従業者）

（Ｈ28年）

④人口増減
傾向

（R7年）
H27年人口を

１００とした場
合の指数

⑤生産年齢人口
減少率

(H27→R7)

⑥高齢化率
（R7年）

⑦旧市街地
人口増減

(H27→R7)

⑧新市街地
公共交通徒歩圏

外人口増減
(Ｈ27→R7)

⑨農村地域
公共交通徒歩圏

外人口増減
（H27→R7)

⑩農村地域
公共交通徒歩圏

人口増減
（H27→R7)

○（当面支障
ない）

▲（課題悪化
に影響）
の基準

○：４０人
／ha以上

○：県平均
287万以上

○：県平均
4,415万以上

○：指数
100以上

○：減少率
10%未満

○：高齢化
率30％未満

○：増加 ○：減少 ○：減少 ○：増加

▲：４０人
／ha未満

▲：県平均
287万未満

▲：県平均
4,415万未満

▲：指数
100未満

▲：減少率
10%以上

▲：高齢化
率30％以上

▲：変化な
し、減少

▲：変化な
し、増加

▲：変化な
し、増加

▲：変化な
し、減少

使用データ

①令和元年
度「都市計
画状況調
査」（平成
31年3月末
現在）

②平成28年
経済センサ
ス(卸売業・
小売業第8
表)

③平成28年
経済センサ
ス（製造業
第1表）

④国立社会
保障人口問
題研究所
データより
作成

④国立社会
保障人口問
題研究所
データより
作成

④国立社会
保障人口問
題研究所
データより
作成

平成27年国
勢調査より
推計

平成27年国
勢調査より
推計

平成27年国
勢調査より
推計

平成27年国
勢調査より
推計

推計区域

⑦旧市街地
昭和55年
DID地域

⑧新市街地
旧市街地以
外の市街化
区域

⑨農村地域
用途白地地域
●公共交通徒歩圏
鉄道駅から500m圏内
バス停から300m(市町村委
託・デマンドを除く）圏内

５．甘楽町の「まちの検証カルテ」

１）まちの特性に応じた施策の検討
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各指標を用いて、「町民のくらし」と「行政運営」で生じる課題の中で対策が必
要になる課題を抽出した結果を以下に示します。

課題

①市街化区
域可住地人
口密度
(人／ha)
(H30年度末)

②売場効率
(万円／坪)
(Ｈ28年)

③製造品出
荷額
(万円／
従業者)
(Ｈ28年)

④人口増減
傾向
(R7年)
H27年人口
を100とした
場合の指数

⑤生産年齢
人口減少率
(H27→R7)

⑥高齢化率
(R7年)

⑦旧市街地
人口増減
(H27→R7)

⑧新市街地
公共交通徒
歩圏外人口
増減
(Ｈ27→R7)

⑨農村地域
公共交通徒
歩圏外人口
増減
(H27→R7)

⑩農村地域
公共交通徒
歩圏人口増
減
(H27→R7)

課 題 の
検証結果

▽ : 要 対 策
○：経過観察

○
当 面 支 障 が
な い 基 準

○：４０人
／ha以上

○：県平均
287万以上

○：県平均
4,415万以上

○：指数
100以上

○：減少率
10%未満

○：高齢化
率30％未満

○：増加 ○：減少 ○：減少 ○：増加

▲
課 題 悪 化 に
影 響 す る 基 準

▲：４０人
／ha未満

▲：県平均
287万未満

▲：県平均
4,415万未満

▲：指数
100未満

▲：減少率
10%以上

▲：高齢化
率30％以上

▲：変化な
し、減少

▲：変化な
し、増加

▲：変化な
し、増加

▲：変化な
し、減少

検証結果 ▲32.9 ▲169 ▲2,819 ▲90.8 ▲18.0% ▲37.9% - - ○減少 ○増加

生 活 が 不 便
に な る ▲ ▲ ○ ○ ○

家 計 の 支 出 が
増 え る ▲ ○ ○ ○

地域内の自助・
共助が維持でき
なくなる ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▽

生 活 環 境 が
悪 化 す る ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▽

住 民 の 安 全 ・
安 心 な く ら し
が 脅 か さ れ る ▲ ○ ○ ○

雇 用 が 減 る ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▽

行 政 コ ス ト が
増 え る ▲ ▲ ○ ○ ○

税 収 が 減 る
（ 交 流 人 口 が
減 る ） ▲ ▲ ▲ ▽

税 収 が 減 る
（ 流 入 人 口 が
減 る ） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▽

税 収 が 減 る
（ 居 住 人 口 が
減 る ） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▽

２）検証結果
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・・・町民のくらし

・・・行政運営

※課題の検証結果の判定は、▲３つ以上の場合に▽：（要対策）とした。



町民のくらしにおける問題

①生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）が減少し、
高齢者等を支えるコミュニティが維持できなくなり
ます。

②特に、市街地では拠点性など魅力が低下すると、居
住人口が一層減少することとなり、コミュニティの
崩壊が心配されます。

（１）地域内の自助・共助が維持できなくなる

（２）流入人口減少による税収減

①市街地の生活環境の悪化で、魅力がなくなり、流入
人口が減少し、税収が減少します。

②公共交通が衰退し、生活が不便な魅力のない地域と
なり、流入人口が減少し、税収が減少します。

③総人口の減少が、公共公益施設（病院・学校・図書
館等）の利用者減少を招き、施設の統廃合が進んで、
生活が不便になる地域がでます。生活が不便な地域
では、流入人口が減少し、税収が減少します。

④企業や商業の撤退により、空きビル・工場跡地・空
き店舗が増え、生活環境が悪化し、流入人口が減少
し、税収が減少します。

（２）生活環境が悪化する

①生産年齢人口の減少による労働力や消費の減少によ
り、企業や商業施設が撤退し、空き家・空き店舗・
空き地が増加します。

②市街地では、空き店舗が増え、治安や景観が悪化す
る一方、郊外では開発による自然環境や景観の悪化
が心配されます。

③人口減少、高齢化により、コミュニティが衰退する
ことで、伝統文化等の維持が困難になることが心配
されます。

（３）居住人口減少による税収減

①生産年齢人口の減少による消費の減少により、企業
や商業施設が撤退し、雇用が減少します。

②移動コストが増加し、家計を圧迫することにより、
余暇活動等の縮小、第三次産業の衰退、雇用の縮小
が起こります。

行政運営における問題

（１）交流人口減少による税収減

①市街地商店街の一層の衰退で交流人口が減少し、税
収が減少します。
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（３）雇用が減る

①地域から企業や商業が撤退し、雇用の減少・人材の
流出により、居住人口の減少を招き、税収が減少し
ます。

３）検証結果の整理

ぐんま“まちづくり”ビジョンの各指標を用いて、「町民のくらし」と「行政運営」
で生じる課題の中で対策が必要になる課題を抽出した結果を整理すると、以下のような
望ましくない状況が生じます。
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４）問題点系統図からみる今後生じる問題シナリオ

甘楽町における現状・課題、検証カルテ、ワークショップでの議論を通じ、問
題点を「原因」と「結果」の関係で系統図として整理しました。

まちが維持
できなくなる

自主財源
が減る

定住人口が
減る

交流人口が
減る

施設の
維持管理が
困難になる

住民サービス
が低下する

道路環境が
悪くなる

事故が
増える

移動の選択肢
がなくなる

雇用機会が
少なくなる

電車が
不便になる

まちの魅力が
なくなる

観光資源を活
かせなくなる

地域コミュニ
ティが維持

できなくなる

既存集落の
過疎化が進む

情報発信力が
弱くなる

町の賑わいが
なくなる

空き家、空き
店舗が増える

周遊できなく
なる

広報・PRが
不足する

交通手段の
選択肢が

少なくなる

施設間の連携
がなくなる

産業関連施設
が少なくなる

住環境が悪く、
住みにくく

なる

商業施設が
なくなる

安全安心な
暮らしが

できなくなる

景観が
悪化する

農業が衰退し、
耕作放棄地が

増える

買い物弱者が
増える

若者が離れ、
戻ってこなく

なる

『結果』『原因』
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６．甘楽町が目指す望ましいまちの将来像

甘楽町では、第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・輝き－キラッとかんら安心
のまち－」により、「小さな町でも光り輝き、町民が等しく安心して暮らせるま
ち」を基本理念としたまちづくりを進めています。

また、超高齢化社会を迎える中、地域の特性を活かした活力ある地域社会を維
持していくことを目的に「甘楽町まち・ひと・しごと総合戦略」を策定し、令和
２年度からの第２期計画により施策を展開しています。

現在私たちを取り巻く状況は、地球温暖化をはじめとする環境問題、少子高齢
化や人口減少、産業構造や雇用体系の変化、地域コミュニティの希薄化など、多
くの課題があり、それらを克服し、望ましいまちづくりの目的を達成するために
は、多様な視点での取り組みが必要となっています。

総合計画や総合戦略等を踏まえ、アクションプログラムを実施することで、こ
のまま推移した場合に生じる望ましくない状況を回避し、徐々に望ましい将来像
を実現することを目指します。

小さな町でも光り輝き、町民が等しく安心して暮らせるまち

『キラッとかんら安心のまち』

現
在

望ましい
将来像

望ましくない
状況



７．甘楽町のまちづくりで今後必要となる機能
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まちが
繁栄する

自主財源
が増える

定住人口が
増える

交流人口が
増える

施設の
管理水準を

保つ

住民サービス
を維持する

道路を通り
やすくする

交通安全施設
を強化する

移動の選択肢
を増やす

雇用を
増やす

電車の利便性
を上げる

まちの魅力を
上げる

観光資源を
活かす

地域コミュニ
ティを保つ

既存集落の
人口を

維持する

情報発信力を
高める

まちの賑わい
を増やす

空き家、空き
店舗を減らす

まちなかを周
遊可能にする

広報・PRを
充実させる

交通手段の
選択肢を
増やす

施設間の
連携を図る

産業関連施設
を増やす

住環境を
良くし、住み
やすくする

商業施設を
増やす

安全安心に
暮らせる

ようにする

景観を
維持する

農業を
存続させる

買い物弱者を
減らす

若者を増やす

『目的』『手段』

今後、望ましい将来像の実現に向け、まちづくりに必要となる機能を問題点系
統図を踏まえ、「手段」と「目的」の関係で機能系統図として整理しました。
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まちの賑わい
を増やす

住環境を良くし、
住みやすくする

安全安心に
暮らせる

ようにする

若者を増やす

機能 基本方針

ぐんま“まちづくり”ビジョンでは、「ぐんまらしい持続可能なまち」の実現
に向け、７つの基本方針（1頁参照）を掲げています。

機能系統図で示された機能について、ぐんま“まちづくり”ビジョンの７つの
基本方針との関連を以下のとおり整理しました。

１）まちづくりの機能と７つの基本方針の整理

基本方針４
都市間移動も都市内移動も高

い利便性の確保

基本方針５
災害時でも安全・安心な都市

の防災機能の強化

基本方針６
ぐんまの強みを活かした企業

の誘致や新エネルギーによる産
業創出環境づくり

基本方針７
家計にも地球にも優しい付加

価値の高い効率的なまちづくり

基本方針１
人口減少を前提とした土地利

用計画にあわせた公共交通や都
市施設の再構築

基本方針２
空き地・既存施設の利活用や

優遇措置の導入による街なかへ
の転居の促進や集客施設の誘致

基本方針３
地域の誇れる個性・景観・く

らしを支える機能を整えた魅力
的な「まちのまとまり」づくり

観光資源を
活かす

まちの魅力を
上げる

８．甘楽町のまちづくりの基本方針



26

ぐんま“まちづくり”ビジョンでは、７つの基本方針に基づく取組を、それぞ
れ以下のとおり位置付けており、地域の実情や課題に応じて必要な取組を選択し、
組合せていくこととしています。

人口減少時代においては、従来の事業の枠にとらわれない新たな発想による事
業展開が必要であることから、取組については具体的な事業名ではなく、事業に
求められる役割や機能が記載されています。

（２）都市機能の拡散を抑える。

（３）自動車利用を減らし、公共交通の利用者を増やす。

（４）移動の負担を軽減する。

（５）交通結節機能を強化する。

（３）良質な住宅を入手しやすくする。

（２）拠点（駅など）へ都市機能を集積させ、にぎわいを増す。

（４）空き地や空き家を有効活用する。

（５）良好な居住環境を増やす。

（３）地域資源を保全・活用する。

（４）都市の個性を磨いて活かす。

（１）自然との共生を図る。

（２）情報通信インフラを普及させる。

（１）集客・交流機能を集積させる。

（１）公共交通と連携した土地利用計画を行う。

（５）都市の魅力をつなげる。

（６）集客交流情報を発信する。

（８）居住人口を維持する。

（７）居住者の世代間バランス（高齢人口・生産年齢人口比率）を改善する。

（９）雇用の場を増やす。

（10）子育て・教育環境を充実させる。

（11）介護・医療を充実させる。

基本方針１
人口減少を前提とした土地利用計画にあわせた公共交通や都市施設の再構築

基本方針２
空き地・既存施設の利活用や優遇措置の導入による街なかへの転居の促進や集客施設の誘致

基本方針３
地域の誇れる個性・景観・くらしを支える機能を整えた魅力的な「まちのまとまり」づくり

２）ぐんま“まちづくり”ビジョンの７つの基本方針とその取組
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（13）労働環境を向上させる。

（14）地域力を高める。

（15）緑化を推進する。

（16）地域内の自助・共助を維持する（地域コミュニティの維持）。

（17）歴史・文化を保全・活用する。

（１）移動手段の選択肢を増やす。

（５）移動のコストを減らす。

（６）自動車利用を減らし、公共交通の利用者を増やす。

（３）交通結節機能を強化する。

（２）高速交通網へのアクセス性を高める。

（４）移動の負担を軽減する。

（１）安全・安心な地域を維持する。

（２）避難を容易にする。

（12）生活コストを抑える。

（１）企業や産業の流出を防ぐ。

（２）企業や産業の誘致を図る。

（３）新たな産業を創出する。

（４）地域の強み・魅力を活かす。

（１）地域ニーズに適合した質の高い行政サービスを提供する。

（４）大気汚染や温室効果ガスを減らす。

（２）施設の広域利用を図る。

（３）民間活力を活用する。

（５）廃棄物の削減とリサイクルを促進する。

※「ぐんま“まちづくり”ビジョン」より

基本方針４
都市間移動も都市内移動も高い利便性の確保

基本方針５
災害時でも安全・安心な都市の防災機能の強化

基本方針６
ぐんまの強みを活かした企業の誘致や新エネルギーによる産業創出環境づくり

基本方針７
家計にも地球にも優しい付加価値の高い効率的なまちづくり
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まちの将来像『小さな町でも光り輝き、町民が等しく安心して暮らせるまち』
を実現するため必要となる基本方針と取組を「ぐんま“まちづくり”ビジョン」
の基本方針で示された取組の中から、機能系統図等の内容を踏まえ、次のとおり
選択します。

基本方針１
人口減少を前提とした土地利用計画にあわせた公共交通や都市施設の再構築

►「まちのまとまり」を減らさないよう適切に土地利用と公共交通の連携を進めていきます。

（2）自動車利用を減らし、
公共交通の利用者を増やす。

（3）交通結節機能を強化する。

基本方針２
空き地・既存施設の利活用や優遇措置の導入による街なかへの転居の促進や集客施設の誘致

►既存施設を有効利用して、「まちのまとまり」への転居や集客施設の整備を進めます。

（2）良好な居住環境を増やす。（1）空き地や空き家を有効活用する。

基本方針３
地域の誇れる個性・景観・くらしを支える機能を整えた魅力的な「まちのまとまり」づくり

►地域の個性や景観を活かした地域づくりを進めます。

（2）地域資源を保全・活用する。

（3）集客交流情報を発信する。 （4）居住人口を維持する。

（5）雇用の場を増やす。 （6）子育て・教育環境を充実させる。

取
組

取
組

取
組

（7）地域内の自助・共助を維持する
（地域コミュニティの維持）。

（8）歴史・文化を保全・活用する。

（1）自然との共生を図る。

（1）都市機能の拡散を抑える。

３）甘楽町のまちづくりの基本方針



29

基本方針４
都市間移動も都市内移動も高い利便性の確保

►町民及び観光客の移動の負担の軽減と利便性の向上を進めます。

（1）移動手段の選択肢を増やす。 （2）高速交通網へのアクセス性を高める。

（3）移動のコストを減らす。

基本方針５
災害時でも安全・安心な都市の防災機能の強化

►防災、防犯、インフラの維持など地域の安全・安心なくらしの基盤を整えます。

（1）安全・安心な地域を維持する。

取
組

取
組

基本方針６
ぐんまの強みを活かした企業の誘致や新エネルギーによる産業創出環境づくり

（1）企業の誘致を図る。
取
組

►町の強みを最大限活かし、企業誘致の受け皿づくりを進めます。

（2）地域の強み・魅力を活かす。

基本方針７
家計にも地球にも優しい付加価値の高い効率的なまちづくり

►町民の家計だけでなく、環境にも優しい生活の基盤を整えます。

取
組 （1）施設の広域利用を図る。

（2）廃棄物の削減とリサイクルを
促進する。
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【効果】住環境を良くし、住みやすくする

●都市計画マスタープランの改定

【内容】
良好な環境を保ちつつ、まちのまとまりの

形成や開発の誘導を適切に行うため、地区計
画の策定や、用途地域の見直しを検討します。

【内容】
群馬県都市計画マスタープランや第６次甘

楽総合計画等を踏まえ、現計画に定める施
策・事業の進捗による時点修正、社会情勢等
の変化に伴う改定を行います。

現行の甘楽町都市計画
マスタープラン

甘楽都市計画区域

９．基本方針に基づく具体的な取組

行政が主体となって
実施する取組

行政が積極的に民間の
方に働きかける取組

町民が主体的な役割を担
い、行政は必要に応じて
バックアップする取組

凡
例

基本方針１
人口減少を前提とした土地利用計画にあわせた公共交通や都市施設の再構築

（1）都市機能の拡散を抑える。

【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】安全安心に暮らせるようにする

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【効果】景観を維持する
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●上信電鉄を中心とした多様な公共交通の構築

【内容】
町民の貴重な交通手段である上信電鉄を

中心とした公共交通の運行形態を、デマン
ド交通などのソフト対策と合わせて、駅周
辺の整備を行い、町民や観光客の利便性向
上を図る。 上信電鉄

甘楽町
デマンドタクシー

【内容】
パークアンドライドによる駐車場や駐輪

場、ロータリーを整備し、利便性の向上及
び交通結節点の機能強化を図る。

現在の上州新屋駅駅舎

（2）自動車利用を減らし、公共交通の利用者を増やす。

【効果】住環境を良くし、住みやすくする 【効果】移動の選択肢を増やす

（3）交通結節機能を強化する。

●上信電鉄上州新屋駅の移転整備

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【効果】移動の選択肢を増やす

パークアンドライド駐車場のイメージ

●公共交通施策の拡充

【内容】
デマンドタクシーにICTを活用し、配車

予約の簡略化、キャッシュレス決済を可能
にし、利用者の利便性の向上を図る。

【効果】住環境を良くし、住みやすくする 【効果】移動の選択肢を増やす
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【内容】
空き家の実態調査を行い、空き家バンク

登録や空き家情報ネットワーク協力事業者
登録を充実させることで、町内の空き家活
用のための市場を活性化し、空き家を資源
として、町が内部を改修し活用する。また、
他の建築物との敷地の合併、菜園等への転
換、企業が利用するシェアハウスや農産物
加工所、駐車場など地域に応じた活用方法
について検討する。

空き家を改装し客室として
一棟貸しをする旅館「甘楽亭」

基本方針２
空き地・既存施設の利活用や優遇措置の導入による街なかへの転居の促進や集客施設の誘致

（1）空き地や空き家を有効活用する。

●空き家対策事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【効果】地域コミュニティを保つ 【効果】空き家、空き店舗を減らす

【効果】景観を維持する

●空き店舗等活用支援事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする 【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】空き家、空き店舗を減らす 【効果】買い物弱者を減らす

【内容】
新店舗開業・店舗リニューアルに掛かる

経費の一部を助成し、賑わいの創出、地域
活性化を推進する。

●空き家所有者等への意識の醸成

【効果】空き家、空き店舗を減らす

【効果】景観を維持する

【内容】
広報やホームページ等を活用し、所有者

等に対して空き家等の適正な管理や利活用
の意識付けを行うと共に、相続や転勤等に
より、全ての人が空き家等の所有者となる
可能性があることを認識してもらえるよう
意識の醸成・啓発を行う。

【効果】若者を増やす
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【内容】
住宅団地の造成を行い、宅地分譲をする

ことで、若年層の転入促進を図る。

宅地分譲により、住宅の建築が進む
金井北住宅団地

【内容】
旧第一中学校の跡地に遊具のある芝生公

園や地域のイベントが開催できるような広
場を整備し、子育て世代の住環境の向上を
図る。

（2）良好な居住環境を増やす。

●住宅団地整備事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【効果】若者を増やす

【効果】地域コミュニティを保つ

●笹浦公園・イベント広場整備事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【効果】若者を増やす

【効果】地域コミュニティを保つ

旧一中跡地土地利用計画イメージ図

芝生公園
イベント

広場

●住宅リフォーム促進事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【内容】
町内の業者を活用したリフォームに掛か

る費用の一部を補助し、生活環境の向上と
地域経済の活性化を図る。

【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】雇用を増やす
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【内容】
市街地における円滑な交通を確保するた

め、変則交差点の改良を行い、安全性及び
利便性の向上を図る。

改良工事が進む国道254号福島西交差点

【内容】
新たな企業誘致の推進や、甘楽パーキン

グエリアスマートインターチェンジとのア
クセスを向上させるため、現道を拡幅し安
全性及び利便性の向上を図る。

●国道254号福島西交差点改良事業

●県道金井高崎線（金井工区）現道拡幅事業

●町道天王、下平線等整備事業

【効果】安全安心に暮らせるようにする

【内容】
町道天王、下平線及び周辺町道の通学路

等に歩道を整備し、道路の安全性を確保す
る。また、道路改良により町道の利便性の
向上を図る。

【効果】住民サービスを維持する

【効果】まちなかを周遊可能にする

拡幅整備が進む県道金井高崎線

町道天王、下平線

【効果】安全安心に暮らせるようにする 【効果】住民サービスを維持する

【効果】まちなかを周遊可能にする

【効果】安全安心に暮らせるようにする 【効果】住民サービスを維持する

【効果】まちなかを周遊可能にする
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【内容】
森林セラピー体験を実施し、癒しの場と

しての森林提供を図るとともに、イベント
開催によりこころと身体に安らぎを与える
森林浴効果の魅力をアピールする。

水源の森（秋畑地区）

【内容】
認定農業者制度を活用し、意欲のある担

い手の育成・確保に努めるほか、国が実施
する農業次世代人材投資事業等の活用によ
り、新規就農者への就農支援を実施し、農
業への活力を生み出す。

【内容】
土地利用計画との整合性を保ちつつ、集

団的な優良農地の確保と保全に努めるとと
もに、貸付等により遊休農地の利用促進を
図る。

基本方針３
地域の誇れる個性・景観・くらしを支える機能を整えた魅力的な「まちのまとまり」づくり

（1）自然との共生を図る。

●森林資源利活用促進事業

【効果】観光資源を活かす

【効果】景観を維持する

（2）地域資源を保全・活用する。

●農業従事者への支援事業

【効果】雇用を増やす

【効果】農業を存続させる

●農業振興地域の整備、遊休農地の利用促進

【効果】景観を維持する

農業振興地域
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【内容】
国指定の名勝「楽山園」や織田氏七代の

墓等、整備された観光施設や名所旧跡を活
用し、各種イベントの開催、町HP・
SNS・ポスター・フリーペーパー等により、
町の知名度・認知度を上げるPRを実施す
る。特に３～５月は「キラッとかんら観光
キャンペーン」として、重点的な展開を維
持する。 キラッとかんら観光キャンペーン

城下町小幡さくらまつり「武者行列」

【内容】
東京23区在住在勤で町内の中小企業へ

就職または起業した人を補助し、地方の担
い手不足の解消と東京圏からのUIJターン
を促す。

（3）集客交流情報を発信する。

●観光キャンペーン事業

【効果】情報発信力を高める 【効果】まちの賑わいを増やす

【効果】まちの魅力を上げる

●移住定住支援事業

【効果】空き家、空き店舗を減らす

【効果】雇用を増やす 【効果】地域コミュニティを保つ

（4）居住人口を維持する。

●町営住宅の長寿命化

【効果】若者を増やす

【効果】住民サービスを維持する 【内容】
若者世帯や高齢者世帯が入居しやすい環

境を整備するため、公営住宅等長寿命化計
画を改定し、町営住宅の長寿命化を図る。

【内容】
新築や購入家屋に対し、応援金を交付した

り、新婚世帯に対し、住宅の購入や賃料、引
越費用の一部を助成する等、生活支援を行い、
結婚への誘引、町への移住定住の促進を図る。

●住宅購入や新生活への支援事業

【効果】若者を増やす

【効果】地域コミュニティを保つ
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【内容】
創業希望者に対するワンストップ相談窓

口を設置し、商工会、民間団体との連携に
より支援を行う。

【内容】
退職金共済契約を締結した中小企業に対し、

共済金の一部を補助し雇用の安定を図る。

●創業支援事業

【効果】雇用を増やす

【効果】空き家、空き店舗を減らす

●中小企業雇用促進事業

【効果】若者を増やす

【効果】雇用を増やす

【効果】地域コミュニティを保つ

●学校連携インターンシップ事業

（6）子育て・教育環境を充実させる。

【効果】雇用を増やす

【内容】
高校・大学等と連携し、学生等の若年求職

者と地元企業とのマッチングを進め、イン
ターンシップ制度導入により地元企業への就
職、ひいては町への定住へ結びつける。

●出産祝支給事業

【内容】
出産者に記念品と商品券を支給する。

●不妊・不育症治療費助成事業

【効果】若者を増やす
【内容】

体外受精、顕微授精その他医師が認めた不
妊治療に対し補助金を交付する。また、不育
症治療においても費用助成等を実施し、妊婦
を支援する。【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】地域コミュニティを保つ

●若年者雇用支援事業

【内容】
町内在住者を採用した企業に対し、助成

金を支給し、町内在住者の雇用確保を図る。
また、町内企業の採用情報をPRし、UIJ
ターン就職、地元就職を促進する。【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】雇用を増やす

（5）雇用の場を増やす。
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【内容】
第3子以降の子どもに対し、保育園・幼

稚園の保育料を無料化する。

【内容】
中学校卒業までの子どもの医療費につい

て無料化を実施する。

●保育料減免事業

【効果】若者を増やす

●子ども医療費無料化事業

【効果】若者を増やす

【効果】地域コミュニティを保つ

●認定こども園整備事業

【効果】若者を増やす

【内容】
安定的な園運営と地域交流の創出を図る

ため、甘楽町らしい幼保連携型の認定こど
も園を整備する。

●三世代世帯子育て奨励金交付事業

【効果】若者を増やす
【内容】

保育園・幼稚園に通っていない０歳から
３歳までの児童がいる三世代世帯（同居・
近居）へ奨励金を交付し、子育てを支援す
るとともに定住促進を図る。【効果】地域コミュニティを保つ

甘楽町認定こども園整備イメージ

【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】地域コミュニティを保つ

●予防接種助成事業

【効果】若者を増やす
【内容】

幼児期における予防接種の費用を助成する。

【効果】地域コミュニティを保つ
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【内容】
高齢者が住み慣れた地域の中で孤立する

ことなく安心して暮らせるよう地域で支え
あい、閉じこもり防止のための交流や生き
がいづくりを推進する。 おたっしゃ会

【内容】
高齢者が参加できる「筋力トレーニング

教室」への参加者の増加を図り、また参加
者同士の交流会を開催し身近な場所で介護
予防に取り組むきっかけをつくる。

（7）地域内の自助・共助を維持する（地域コミュニティの維持）。

●いつまでも達者で暮らすおたっしゃ会支援事業

【効果】安全安心に暮らせるようにする

【効果】地域コミュニティを保つ

●介護予防普及啓発事業

【効果】地域コミュニティを保つ

【効果】買い物弱者を減らす

【効果】地域コミュニティを保つ

●買い物弱者支援事業

【内容】
新日本歩く道紀行「文化の道100選」に

選定されたまち歩き周遊コースを整備・改
良し、安全性、利便性、観光地としての魅
力を向上させ、まちの賑わいを創出する。

【効果】まちの賑わいを増やす

【効果】まちなかを周遊可能にする

（8）歴史・文化を保全・活用する。

【内容】
配達サービス等による買い物弱者の解消

を支援する。

●歩きたくなる文化の道整備事業

雄川堰と桜並木
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【内容】
姉妹都市イタリアに着目し、イタリア野

菜を苗から販売し、野菜のPRと消費拡大を
促進するほか、甘楽町産の食材を使った商
品を開発する。

また、町内産の食材で作る窯焼きピザづ
くりの体験施設の設置を検討する。

【内容】
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」に基

づき、文化財を保存・活用し、それらを観
光資源として活かすための整備を行う。

また、無形文化財の保存・継承の支援に
ついて検討する。

●特色あふれる文化体験事業

【効果】観光資源を活かす

●文化財の整備・保存・活用

【効果】空き家、空き店舗を減らす

【効果】まちの魅力を上げる

【効果】観光資源を活かす

【効果】まちの賑わいを増やす

【効果】景観を維持する

【効果】地域コミュニティを保つ

国指定の名勝「楽山園」

●歴史的空間の創造（無電柱化事業）

【効果】景観を維持する

【効果】安全安心に暮らせるようにする

【内容】
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」に基

づき、桜並木や雄川堰を保存・活用し、そ
れらの景観を活かすため、また、災害に強
いまちなみをつくり、住民が安心して暮ら
せるようにするため、無電柱化事業の着手
に向けた検討を行う。

桜並木の無電柱化イメージ
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【内容】
電動自転車などを導入し、町内観光地や

広域周遊観光での活用を推進する。
レンタサイクル

【内容】
上信越自動車道甘楽パーキングエリア

（ＰＡ）にスマートインターチェンジを整
備することで、交通の利便性を図る。

また、工業団地・産業団地等への企業誘
致の推進に寄与し、雇用機会の創出に繋が
るほか、交流人口の増加により、まちに賑
わいを創出し、経済を活性化する。

基本方針４
都市間移動も都市内移動も高い利便性の確保

（1）移動手段の選択肢を増やす。

●城下町小幡を巡る新たな交通事業

【効果】移動の選択肢を増やす

【効果】まちなかを周遊可能にする

（2）高速交通網へのアクセス性を高める。

●甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジ整備事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする 【効果】雇用を増やす

【効果】まちの賑わいを増やす

甘楽PAスマートインターチェンジ完成イメージ

（3）移動のコストを減らす。

●子どもの交通費助成事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする 【内容】
上信電鉄を利用する学生への通学定期代の

一部を補助し、子育ての経済的負担の軽減を
図る。

【効果】移動の選択肢を増やす
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【内容】
防災行政無線のデジタル化により、災害

時等の情報伝達の多様化を図るとともに、
地域の防災リーダーを育成し、自主防災組
織の強化、地域防災力の向上を推進する。

地域防災訓練

【内容】
通学路点検による歩道、横断歩道、防犯

灯、街路灯、防犯カメラの設置、通学時の
安全確保と犯罪の発生しにくい環境の整備
を行う。また、地域住民、各種団体による
パトロール強化を支援する。

基本方針５
災害時でも安全・安心な都市の防災機能の強化

（1）安全・安心な地域を維持する。

●防災力向上推進事業

【効果】安全安心に暮らせるようにする

●安全・治安向上対策事業

【効果】安全安心に暮らせるようにする 【効果】住環境を良くし、住みやすくする

通学路沿いのブロック塀点検

●木造住宅耐震改修補助事業

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

【内容】
昭和56年５月31日以前に建築された住

宅は、地震の揺れで倒壊する危険性が高い
と言われているため、これらの木造住宅に
対し、耐震診断・耐震改修・耐震シェル
ター設置の補助を行う。

【効果】安全安心に暮らせるようにする

【効果】住民サービスを維持する

耐震シェルターのイメージ
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【内容】
産業団地への企業誘致を早期に実現させ

るとともに、企業誘致に有意な甘楽PAス
マートインターチェンジ建設とアクセス道
路の整備を促進する。

甘楽第一産業団地

【内容】
幹線道路整備を推進しつつ、土地利用計

画との整合性を図り、新たな工業用地の確
保を図る。

基本方針６
ぐんまの強みを活かした産業の誘致や新エネルギーによる産業創出環境づくり

（1）企業や産業の誘致を図る。

●企業誘致推進事業

【効果】雇用を増やす

●工業用地造成事業

【効果】雇用を増やす

造成を終えた天引第３工業団地

●KANRAブランド商品認定事業

【効果】まちの賑わいを増やす

【内容】
町の優れた農産加工品を掘り起こし、

KANRAブランド認定商品に認定すること
で、付加価値を高め、販売促進する。

【効果】観光資源を活かす

KANRAブランド認定商品ロゴ

（2）地域の強み・魅力を活かす。
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【内容】
農業集落排水地区を流域下水道へ接続す

ることで、汚水処理に係る維持管理費を削
減し、安定的な下水道サービスの提供、快
適で衛生的な生活環境の維持・向上を図る。

基本方針７
家計にも環境にも優しい生活付加価値の高い効率的なまちづくり

（1）施設の広域利用を図る。

●汚水処理施設の広域化

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

●ごみの減量化・資源化の促進

【内容】
分別を徹底し効率的・効果的に資源が循

環する社会の実現に向け、町民・事業者・
行政が一体となり、3R※を推進するなど、
環境に配慮した安全で適正な処理体制の整
備を図る。

【効果】住環境を良くし、住みやすくする

※3R：Ｒeduce（リデュース：減らす）、Ｒeuse（リユース：再使用）、Ｒecycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもの

（2）廃棄物の削減とリサイクルを促進する。

町民・事業者・行政のそれぞれの役割（「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」より）
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1０．重点プロジェクト

重点プロジェクト１

安全安心で賑わいと活力のあるまちづくり

子育てがしやすく、高齢になっても生きがいをもって、地域でいきいきと安心
して健康に暮らし、地域を支える力を発揮できる環境の基盤をつくり、居住人口
の維持・確保を図ります。

手

段

甘楽町が目指すべき望ましい町を実現するにあたっては、複数の関連する事業
を一つのプロジェクトとして実施することで、個別に着手するよりも大きな効果
を発現することが期待できます。

そのため、総合計画や総合戦略等を踏まえ、具体的取組に掲載した事業から、
効果の発現が期待される複数の関連事業を一つのプロジェクトとし、甘楽町アク
ションプログラムの実現を推進します。

重点プロジェクト２

地域資源を活用した観光まちづくり

国指定名勝「楽山園」をはじめとする甘楽町の持つ魅力や観光客の満足度を高
める「おもてなし」や「利便性」の向上により、地域の活気の維持・向上を図り
ます。

手

段

交通安全施設の強化 住民サービスの維持

雇用の増加 移動の利便性の確保

地域コミュニティの維持

観光資源の活用

広報・PRの充実 空き家・空き店舗の削減

景観の維持

移動の利便性の確保

空き家・空き店舗の削減
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重点プロジェクト１

安全安心で賑わいと活力のあるまちづくり

成果指標 基準年 目標年

町の人口（人）
13,095

（令和2年度）
※甘楽町住民基本台帳（R2.4.1）

12,300

（令和7年度）
※甘楽町人口ビジョン将来展望数値

※国立社会保障・人口問題研究所による令和7年度の推計値は11,984人

基 本

方 針

( 掲 載 頁 )

具 体 的 な 取 組 内 容
実 施

主 体

行 程 表

町 担 当 課
取 組

状 況R 3 R 4 R 5 R 6 R 7

1 - ( 1 )

( P 3 0 )
１．都市計画マスタープランの改定 町 建 設 課 新 規

1 - ( 2 )

（ P 3 1 )
２．デマンドタクシーへのICT導入

町

民 間
企 画 課 新 規

1 - ( 3 )

（ P 3 1 )
３．上信電鉄上州新屋駅移転整備

県 ・ 町

民 間

企 画 課

建 設 課
継 続

2 - ( 3 )

（ P 3 3 )
４．住宅団地整備事業 町 建 設 課

新 規

継 続

2 - ( 3 )

（ P 3 3 )
５．笹浦公園・イベント広場整備事業 町 建 設 課 新 規

2 - ( 3 )

（ P 3 4 )
６．国道254号福島西交差点改良 県 建 設 課 継 続

2 - ( 3 )

（ P 3 4 )
７．県道金井高崎線(金井工区)現道拡幅 県 建 設 課 継 続

2 - ( 3 )

（ P 3 4 )
８．町道天王、下平線等整備事業 町 建 設 課 継 続

3 - ( 6 )

（ P 3 8 )
９．認定こども園整備事業 民 間 学 校 教 育 課 新 規

4 - ( 2 )

（ P ４ 1 )

１０．甘楽パーキングエリア

スマートインターチェンジ整備事業

県 ・ 町

民 間
建 設 課 継 続

6 - ( 1 )

（ P ４ 3 )
１１．工業用地造成事業 町 建 設 課 新 規

7 - ( 1 )

（Ｐ４４)
１２．汚水処理施設の広域化 町 水 道 課 新 規

継 続 的 に 実 施 し て い く 事 業

2 - ( 2 )

( P 3 2 )
１４．空き家対策事業

町

民 間
企 画 課 継 続

2 - ( 2 )

( P 3 2 )
１５．空き店舗等活用支援事業

町

民 間

企 画 課

産 業 課
継 続

3 - ( 4 )

（ P 3 6 )
１３．住宅購入・新生活への支援事業 町

住 民 課

健 康 課
継 続

5 - ( 1 )

（ P 4 2 )
１６．防災基盤整備事業 町

総 務 課

建 設 課
継 続

5 - ( 1 )

（ P 4 2 )
１７．木造住宅耐震改修補助事業 町 建 設 課 継 続

6 - ( 1 )

（ P 4 3 )
１８．企業誘致推進事業 県 ・ 町 産 業 課 継 続

事業検討・調査・用地取得・造成

整備・分譲

事業検討・調査・試験導入

次期住宅団地
設計・整備・分譲
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重点プロジェクト１

安全安心で賑わいと活力のあるまちづくり
具体的な取組の箇所

16.防災基盤整備事業

1.都市計画マスタープランの改定

2.デマンドタクシーへのICT導入

15.空き店舗等活用支援事業

町内全域

17.木造住宅耐震改修補助事業

13.住宅購入・新生活への支援事業

14.空き家対策事業

凡　例

国道２５４バイパス

上信電鉄

歩道整備・道路改良事業

行政区域界

上信越自動車道

国道２５４号

上信越自動車道

国道２５４バイパス

3.上信電鉄上州新屋駅
移転整備

4.住宅団地整備事業

5.笹浦公園・イベント広場整備事業

10.甘楽パーキングエリア
スマートインターチェンジ
整備事業

9.認定こども園整備事業

18.企業誘致推進事業

11.工業用地造成事業

上信電鉄

国道２５４号

甘楽町役場

名勝「楽山園」

道の駅甘楽

にこにこかんら

甘楽中学校

上州福島駅

上州新屋駅

甘楽パーキングエリア

ら・ら・かんら

甘楽総合公園

織田公公園

甘楽町歴史民俗資料館
（旧甘楽社小幡組倉庫）

8.町道天王、下平線等
整備事業

7.県道金井高崎線
(金井工区)現道拡幅

6.国道254号
福島西交差点改良

12.汚水処理施設の広域化
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重点プロジェクト２

地域資源を活用した観光まちづくり

成果指標 基準年 目標年

道の駅甘楽来客数
（人／年）

（産業課統計値）

418,200

（令和元年度）

4５0,000

（令和7年度）

基 本

方 針

( 掲 載 頁 )

具 体 的 な 取 組 内 容
実 施

主 体

行 程 表

町 担 当 課
取 組

状 況R 3 R 4 R 5 R 6 R 7

3 - ( 8 )

（ P 3 9 )
１．楽山園周辺道路改良事業 町 建 設 課 新 規

3－（8）

（ P 3 9 )
２．楽山園周辺道路美装化整備事業 町 建 設 課 継 続

3－（8）

（ P 3 9 )
３．桜並木保存整備事業 町

産 業 課

建 設 課
継 続

3 - ( 8 )

（ P 3 9 )
４．雄川堰整備事業 県 ・ 町

社 会 教 育 課

建 設 課
継 続

3 - ( 8 )

（ P 4 0 )
５．織田公公園整備事業 町

社 会 教 育 課

建 設 課
継 続

3 - ( 8 )

（ P 4 0 )

６．歴史的風致形成建造物

「旧小幡藩武家屋敷」整備事業
町

社 会 教 育 課

建 設 課
新 規

3 - ( 8 )

（ P 4 0 )
７．旧足軽長屋保存・修理事業 町

社 会 教 育 課

建 設 課
新 規

3 - ( 8 )

（ P 4 0 )

８．県道富岡神流線

（小幡工区）電線共同溝
県 ・ 町 建 設 課 新 規

4 - ( 1 )

（ P 4 1 )
９．レンタサイクル導入事業 町

企 画 課

産 業 課
継 続

4 - ( 2 )

（ P 4 1 )

１０．甘楽パーキングエリア

スマートインターチェンジ整備事業

県 ・ 町

民 間
建 設 課 継 続

継 続 的 に 実 施 し て い く 事 業

2 - ( 2 )

( P 3 2 )
１１．空き家対策事業

町

民 間
企 画 課 継 続

2 - ( 2 )

( P 3 2 )
１２．空き店舗等活用支援事業

町

民 間

企 画 課

産 業 課
継 続

3 - ( 1 )

（ P 3 5 )
１３．森林資源利活用促進事業 町 産 業 課 継 続

3 - ( 3 )

（ P 3 6 )
１４．観光キャンペーン事業

町

民 間
産 業 課 継 続

6 - ( 2 )

（ P 4 3 )
１５．KANRAブランド商品認定事業

町

民 間
産 業 課 継 続

事業検討・調査

事業検討・導入

整備事業検討・調査

協議 整備
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重点プロジェクト２

地域資源を活用した観光まちづくり
具体的な取組の箇所

9.レンタサイクル導入事業

14.観光キャンペーン事業

12.空き店舗等活用支援事業

町内全域

15.KANRAブランド商品認定事業

11.空き家対策事業

上信越自動車道

国道２５４バイパス

4.雄川堰整備事業

13.森林資源利活用促進事業

10.甘楽パーキングエリア
スマートインターチェンジ
整備事業

日本歩く道紀行　文化の道

行政区域界

上信越自動車道

国道２５４号

歴史的風致維持向上計画重点区域

凡　例

国道２５４バイパス

上信電鉄

歩道整備・道路改良事業

雄川堰整備事業

ちぃじがき蕎麦の里
那須庵

稲含山

水源の森

秋畑交流センター

連石山

紅葉山

名勝「楽山園」
小幡八幡宮

甘楽パーキングエリア

上州福島駅

甘楽町役場

上信電鉄

国道２５４号

上州新屋駅

道の駅甘楽

甘楽中学校

にこにこかんら

3.桜並木保存整備事業

拡大図
8.県道富岡神流線

（小幡工区）電線共同溝

2.楽山園周辺道路美装化事業

1.楽山園周辺道路改良事業

5.織田公公園整備事業

6.歴史定風致形成建築物
「旧小幡藩武家屋敷」
整備事業

7.旧足軽長屋保存・修理事業



甘 楽 町


